
【Ⅰ．主な取り組み】

【Ⅱ．目標指標】

年度 基準値 目標値 実績値 達成度 　　　　 25　　　   50　　　　75　　 　100       125

ⅰ H20 8 18 17 94.4%

ⅱ H22 4 6 8 133.3%

ⅲ H22 22.7 25 30.7 122.8%

ⅳ H22 45.2 60 65.7 109.5%

ⅴ H22 134 622 504 81.0%

【Ⅲ．指標による評価】
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施策評価調書　目標年度（２７年度）実績
施策コード Ⅰ－１－（２）

政策体系
　施策名　きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 所管部局名 福祉保健部 長期総合計画(プラン2005)頁 27

　政策名　
子育ての喜びを実感できる社会づくりの推進
～子育て満足度日本一の実現～

関係部局名 福祉保健部

取組№ ① ② ③ ④

取組項目
子育ての悩みや不安の解消など、

虐待の予防体制の強化
児童虐待に対する取り組みの強化 社会的な養護の場の充実 ひとり親家庭への支援

取組№ ⑤

取組項目
障がい児への早期支援の

取り組みの強化

養育支援訪問事業実施市町村数（市町村） ①②

地域小規模児童養護施設数（か所） ③

里親委託率（％） ③

達成
不十分

　県内の5歳児健診・発達相談等の早期発見体制は概ね整備されたが、健診への大学専門医派遣等の調整が困難だった市等もあり目標値を達成でき
なかった。今後も大学専門医の派遣継続に係る大学側の体制確保等を引き続き働きかけていく必要がある。

指　　　　標
関連する
取組№

基準値 目標年度（２７年度） 目標達成度（％）

母子家庭等就業・自立支援センター登録者の就業実績率（％） ④

発達相談支援につながった未就学児数（人） ⑤

平均評価

概ね
達成

　未実施市町村を中心に「訪問型家庭・育児支援モデル事業（補助率10/10）」の実施を足がかりに当該事業への取り組みを働きかけたことにより、目標
値を概ね達成した。

達成

達成 　児童養護施設の小規模化、地域分散化を推進するため児童定員6人から8人の地域小規模児童養護施設の整備を支援し、目標値を達成した。

達成 　児童養護施設等へ里親支援専門相談員を配置するなど里親委託を積極的に推進し、目標値を達成した。

達成 　登録期限を3ヶ月に設定し、集中して登録者の実状に応じたよりきめ細かな就業支援を行うことにより、目標値を達成した。

評価 理　　　　由　　　　等



【Ⅳ．指標以外の観点からの評価】 【Ⅴ．施策を構成する主要事業】

②

③

④

⑤

【Ⅵ．施策に対する意見・提言】

取組
№

指標以外の観点からの評価
取組
№

事業名（２７年度事業）
事業コスト

（千円）

事務事業評価

総合評価

①
・24時間365日対応の専用電話相談窓口（いつでも子育てほっとライン）にお
いて、育児に関する相談に応じ、虐待の未然予防を図った。
　（相談件数 H26：2,736件→H27：3,628件）

児童虐待防止対策事業 9,783 C

里親委託推進事業 14,873 A

母子家庭等自立促進対策事業 97,062 A

②

・児童相談所による市町村職員等に対する研修に取り組むとともに、要保護
児童対策地域協議会の実務者会議を毎月実施し、関係機関の連携の強化
を図った。
　（市町村職員研修受講者:延べ303人）

発達障がい児早期支援体制強化事業 5,425 A

④

・希望するひとり親家庭の親に対し、就職に有利な資格取得を支援する高等
職業訓練促進給付金等を給付することにより、就業と経済的自立を支援する
ことができた。
　（H27資格取得者数：28人）　※大分市除く

③
・「児童アフターケアセンターおおいた」を設置し、児童養護施設退所児童等
の自立支援に取り組んだ。
　（相談件数　H26：1,225件→H27：1,144件）

A

・回線の増設など24時間365日の電話相談対応を強化したことにより、子育ての悩みや不安の解消が図られた。引き続き、相談体制の充実に取り組む。
・児童相談所による市町村職員研修の充実や、市町村要保護児童対策地域協議会の活性化により、市町村の児童相談対応能力の強化を図った。引き続き、きめ
細かな対応によって児童虐待の未然防止を図る。
・里親制度の普及啓発、児童養護施設と里親との連携強化及び里親の養育スキルの向上等により、里親委託の一層の推進と里親支援の強化が図られた。今後も
里親制度の推進に取り組むとともに、児童養護施設等の退所者への個別的・継続的な自立支援の強化を図る。
・ひとり親家庭の個別自立支援プログラムの策定や、就職支援セミナーの実施などにより、個々の事情に応じたきめ細かな就業支援を行い、就業に結びつけること
ができた。引き続き、ハローワーク等と連携した就業支援を促進する。
・５歳児健診等の着実な実施、保健所と連携した巡回療育相談や訪問指導、健診等従事者に対する研修の実施等により、県内の５歳児健診・発達相談等の早期支
援体制が概ね整備された。引き続き、大学専門医の派遣継続や５歳児健診等未実施市町村への働きかけ、健診等従事者の研修の充実等に取り組み、早期支援
体制の充実強化を図っていく。
・子どもの貧困が問題となっているため、子どもたちへの教育支援や保護者への就労支援、生活支援、経済支援などの総合的な子どもの貧困対策に取り組み、貧
困率の減少を図る。

○おおいた子ども・子育て応援県民会議　(H27.9）
・社会的養護が必要な子どもには、学力が低い子も多い。受験期だけで無く、年少時期からの
塾費用等の充実が必要。

○おおいた子ども・子育て応援県民会議　(H27.12）
・施設退所後の児童が、社会で挫折した場合等、出身施設で長く支援をできるようなシス
テムや、自立後に地域で孤立しない様な社会を望む。
・「気になる子ども」について、学校や民生委員など地域の支援機関が情報共有すること
が有効である。

【Ⅶ．総合評価と今後の施策展開について】

総合評価 成果と今後の施策展開

⑤
・ペアレントメンターの養成により、障がいのある子どもの家族に対する相談
支援体制の充実を図った。（H27ペアレントメンター養成人数：21人）


